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神橋（栃木県）
表紙イラスト　永吉 秀司

日光山内の入口にある大谷川にゆる
やかな弧を描いて架かる木造反り
橋。その起源については奈良時代の
日光開山の祖、勝道上人にまつわる
神秘的な伝承が伝えられています。
初期の構造は「はね橋」形式であっ
たといわれ、江戸時代、東照宮の造
営後に現在の反り橋の形式となりま
した。
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基本理念
私たちの使命

私たちは、国民の皆様に信頼
される専門機関として、
診療報酬の「適正な審査」と

「迅速な支払」を通じ、
国民の皆様にとって大切な医
療保険制度を支えます。
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MAY 2020

Monthly KIKIN 第61巻　第5号

社会保険診療報酬支払基金
https://www.ssk.or.jp/

May 2020
5

[支払基金改革] 審査事務集約化計画工程表を公表トピックス 1

オンライン資格確認の概要トピックス 2

令和2年度診療報酬改定の概要（歯科）

令和2年度診療報酬改定の解説

特集 ▶▶▶▶

17 医学のはなし　知っておきたい病気の豆知識　連載130回

更年期障害～女性健康外来の一助として～
上田原レディース＆マタニティークリニック（長野県）　宮下 尚夫

特集

令和2年度診療報酬改定の概要（歯科）

12

トピックス１

[支払基金改革] 
審査事務集約化計画工程表を公表
トピックス２

オンライン資格確認の概要

10

6

18

26

医療保険等の動き マンスリーノート22

支払基金が受託している
医療費助成に係る事業内容の更新

28

インフォメーション29

診療報酬等確定状況と諸率の推移
（令和2年1月診療分）

支払基金における審査状況
（令和2年1月審査分）

24

令和2年度診療報酬改定の解説

新型コロナウイルス感染症に関する
お知らせ



［支払基金改革］

審査事務集約化
計画工程表を公表

　令和元年6月に閣議決定された規制改革実施計画において、令和元年度検討・結論・措置することとされたレセプ
ト事務点検業務等を審査事務センターへ集約する計画について、「審査事務集約化計画工程表」として策定しました
ので、内容を一部紹介します。
　今後は、令和元年5月に成立した改正支払基金法を踏まえ、令和4年10月に設置する全国14か所の審査事務セン
ター等へレセプト事務点検業務等の集約に向けての準備に入ります。
　支払基金は「審査事務集約化計画工程表」に沿って、審査事務の集約化とその前提となる各種改革の取組について
責任を持って着実に進めてまいります。

組織の見直しの目的
　ＩＣＴの活用が可能な業務については、これを最大限に活用することにより、審査事務の効率化・高度化を進める
とともに、審査結果の不合理な差異解消の取組を充実させるため、支部完結型の業務実施体制から、本部を中心とし
た全国統一的な業務実施体制への転換を図る。

集約拠点設置に係る基本方針
● 審査事務センターの基本的な役割
　ブロック又は地域内のレセプト審査事務を集約するとともに、審査結果の不合理な差異解消について調整する
業務を行う。
○ 審査委員会事務局の統括
○ 審査結果の不合理な差異解消に向けて基金本部との連携
○ 再審査を含めたオンライン・電子媒体レセプトの処理
○ ブロック別審査委員長会議・事務局長会議の運営　など

● 審査委員会事務局の基本的な役割
 　  各都道府県に審査委員会を存置することから審査補助業務を中心とした業務を行う。
○ 審査委員会の補助事務
○ 再審査を含めた紙レセプトの処理
○ 適正なレセプト提出の取組
○ 協議会※（仮称）の運営、出産育児一時金や特定健診　など

　 　  ※現行の幹事会
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集約拠点の所在地
● 中核審査事務センター（６か所）
 ブロック内で審査結果の不合理な差異解消に中心的な役割を果たす中核支部が設置されている都道府県に設置
○ 診療科別の組織を構成し、専門的な審査事務の実施と併せ、審査委員で構成する「差異解消のための診療科別ワー
キンググループ（仮称）」を設置

設置場所　 宮城県仙台市、東京都23区内、愛知県名古屋市※、大阪府大阪市、広島県広島市※、福岡県福岡市

● 審査事務センター（４か所）
中核審査事務センターと連携し審査結果の不合理な差異解消のために一次的な集約の役割を担う地域に設置
○ 集約後の中核審査事務センターの規模が過大になることを勘案し、地域を分割して効率的な事業運営を行うた
めに設置

設置場所　 埼玉県さいたま市

○ 一定の規模が見込まれ、かつ、地理的な独立性が高く、中核審査事務センターへの通勤が困難であることから、
審査結果の一次的な集約をした方が効率的な地域に設置

設置場所　 北海道札幌市、石川県金沢市、香川県高松市

● 審査事務センター分室（４か所）
　今後実施する職員の意向調査等によるニーズやICT化、業務の効率化を踏まえつつ、定期的な人事ローテーショ
ンが定着するまでの経過措置として設置
○ 審査事務の平準化に資するよう、設置都道府県を含め少なくとも複数の都道府県の審査事務を担うことができ
る場所に設置

設置場所　 岩手県盛岡市※、群馬県高崎市※、鳥取県米子市※、熊本県熊本市

（注１）分室は、おおむね10年を目途に人事ローテーションの定着状況等を見ながら廃止を検討

（注２）「設置場所」の「※」については、新規事務所の確保や既存事務所の交通の利便性を考慮した新たな事務所借り上げを検討
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既存のコンピュータチェックルールの
見直し

既存の支部独自のコンピュータチェックルールの本部集約
又は廃止 令和3年9月まで

自動的なレポーティング機能の導入
審査結果の不合理な差異などについて見える化を図ってい
くとともに、取扱いが収斂したものは新たなコンピュータ
チェックの設定等を行う

令和3年9月

統一的なコンピュータチェックルール
の設定

コンピュータチェックがなく査定となった再審査事例等の
分析によるコンピュータチェックへの拡充 —

医療機関等において請求前の段階で
レセプトのエラーを修正する仕組み
の導入

公開したコンピュータチェック事例の搭載等によるＡＳＰ
機能の拡充 令和3年9月

審査結果の不合理な差異解消の取組
診療科別の組織構成により審査結果の違いを速やかに把
握し、診療科別ＷＧ（仮称）に報告の上、そこで調整する
仕組みや本部が参画し全国を調整する仕組みを検討

令和4年10月

集約に向けた工程

審査支払新システムの構築（令和3年9月）
● クラウドコンピューティングによるセンターサーバの一元化
▶他の都道府県であっても審査事務が可能になる機能
▶審査委員と職員間で同時にレセプトを閲覧できる機能

● 審査事務集約や業務変化に柔軟な対応が可能なシステム（モジュール化）の構築

● AIによる振分け機能の実装
新システム稼働後２年以内にはレセプト全体の９割程度をコンピュータチェックで完結することを目指す
〈次についても併せて実施〉

 

業務棚卸し等による効率化の推進（令和4年10月まで）

● 審査支払新システムに対応した業務処理標準マニュアルの策定による業務処理の標準化

● 業務改善プロジェクトチームによる徹底的な既存業務の棚卸し

集約の実施（令和4年10月）

● 職員に対して意向調査と面談を実施（令和2年4月以降）

● 審査支払新システムの安定稼働を確認し一斉に集約（令和4年10月）

支払基金の人員体制のスリム化
● 平成29年度から令和6年度末段階で約20％（800人程度）の定員を削減
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①新規事務所借上げ 合計　約0.4 ～ 7.6億円

　　　　　　　　　　　　改革前　　 改革後
②給与諸費（▲800人）（374億円→311億円） ▲63億円

③システム維持管理経費（70億円→64億円） ▲6億円

④ＩＴ化推進経費積立預金（25億円→9億円） ▲16億円

⑤費用：減額合計（②＋③＋④） 合計　約▲85億円

支払基金改革による効果額（①-⑤） ▲77 ～ 85億円

費用対効果の見込み
　現時点における単年度の費用試算は以下のとおり

※今後検討を進めていく中で変更あり
　また、「①新規事務所借上げ」経費は、平年度化した経費であり、一時的に発生する経費は含んでいない

既存事務所の活用
　令和２年度に基本方針を取りまとめ、令和３年度にその基本方針に沿った活用方策計画を策定

審査事務集約化計画工程表

「審査事務集約化計画工程表」の全文は支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）に
掲載しています。
トップページ → 組織概要 → 支払基金改革関係 → 審査事務集約化計画工程表
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　令和元年5月に「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法
律」が成立したことを受けて、令和2年度末からマイナンバーカードまたは被保険者証により、医療機関
等の窓口においてオンラインで加入者の資格を確認する仕組みが導入される予定です。
　本号では「オンライン資格確認」の概要やメリットについて紹介します。

オンライン資格確認の概要

オンライン資格確認　５つのメリット

レセプト返戻を受領 レセプト請求後に患
者が再度受診した際
に最新の資格情報を
確認

保険者や審査支払機関から
の資格情報の問い合わせに
対応
患者へ電話や文書により資
格情報を確認

最新の資格情報を確認
後、レセプトを再請求

資格喪失等によるレセプト返戻に係る事務量が削減

医療機関等における返戻レセプトの資格確認業務の流れ

マイナンバーカードでは最新の資格情報を
自動的に取得

健康保険証は
最小限の情報を入力

  有効な場合、
資格情報を取得

マイナンバーカード

健
康
保
険
証

資格情報の登録作業の削減

返戻レセプトの減少による事務負担の軽減

1
メリット

2
メリット

医療機関・薬局 加入者（患者）
①加入者（患者）の資格情報の登録（入力）・再診時のチェック作業の軽減
②正確な資格情報の取得（誤登録（入力）リスクの軽減） ○医療機関等における受付時の待ち時間の短縮

医療機関・薬局 保険者等
①受付時に最新の資格情報が確認可能
　⇒ 請求先誤りによる返戻レセプトが減少
②保険者等からの請求先誤りに関する問い合わせが減少
③保険者や患者等に対する資格情報の照会業務が軽減

○資格喪失した健康保険証の使用を抑制

　加入者（患者）の最新
の資格情報を、医療機関
システムへ取り込むこと
が可能になります。マイ
ナンバーカードでは自動
的に取得できますが、健
康保険証では最小限の情
報の入力が必要です。

　加入者（患者）の最新の
資格情報が医療機関・薬局
で確認可能となるため、資
格喪失等によるレセプトの
返戻が減少し、加入者（患
者）へ資格確認を行う業務
が軽減されます。
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オンライン資格確認とは
　オンライン資格確認は「ＩＣチップ内に格納された利用者証明用電子証明書付きのマイナンバーカード

（以下、「マイナンバーカード」という。）」又は「健康保険証の記号・番号等」で行います（①）。
　マイナンバーカードであれば「顔認証または暗証番号による本人確認」、健康保険証であれば「記号・番
号等の入力」をすることで（②）、オンライン資格確認等システムで加入者（患者）の最新の資格情報を確
認することが可能になります（③）。

支払基金・
国保中央会

オンライン資格
確認等システム

患者

健康保険証を
提示

患者の
資格情報を
取得・取込

医療機関・薬局

①

③マイナンバーカードを
カードリーダーに置く

又は

②

健康保険証の
記号番号等を入力

OR

OR
顔認証による本人確認

顔認証付き
カードリーダー 目視

暗証番号（４桁）に
よる本人確認

①

マイナンバー
カード

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

健康保険証

健
康
保
険
証

※請求先を振替又はレセプトを分割した内容は、増減点連絡書等を送付する際に、医療機関等に連絡する予定

医療機関等からレセプトを
審査支払機関へ請求

審査支払機関にてレセプトを振替・分割
例　A健保→C国保　100点
　　B国保→D健保　150点

それぞれの審査支払機関から
診療報酬を医療機関等へ支払

現行の処理では、資格を喪失等したレセプトは医療機関・薬局へ返戻

支
払
基
金

国
保
連
合
会

A健保
100点

A健保
100点

D健保
150点

C国保
100点

支払基金分
150点

国保連合会分
150点

B国保
200点

B国保
200点

B国保
50点 差異

-50

差異
+50

医療機関・薬局 保険者等

○オンライン資格確認を未実施の医療機関等においても資格喪失等
による返戻レセプトが減少

①資格関係誤りによる再審査等請求事務の負担軽減
②診療報酬の保険者間調整や患者への直接請求に伴う事務負担の軽減
③医療機関等に対する資格情報の問い合わせが減少

　審査支払機関において電
子レセプトの資格情報を確
認し、レセプトの請求先が
変更となる場合は、電子レ
セプトの算定日情報等に基
づき、請求先の振替又は請
求先ごとにレセプトを分割
して請求します。

Topics 2
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これまで オンライン資格確認導入後

医療機関・薬局の窓口での支払いが高額な
負担となった場合、患者は加入している保
険者へ限度額適用認定等の申請を行い、
 発行された各証を医療機関・薬局へ提示

患者 受付 患者 受付

  患者本人から情報閲覧の同意を得た場合、
限度額適用認定証等の情報を取得可能

限度額適用
認定証等の申請

発行された
証類を持参

  同意確認後、
オンライン資格確認等

システムより取得

オンライン資格
確認等システム

薬剤情報・特定健診
情報の閲覧は、患者
の同意の有無をマイ
ナンバーカードを用
いて確認

医師・歯科医師・薬
剤師等の有資格者
が薬剤情報・特定
健診情報を閲覧

＜閲覧イメージ＞

薬剤情報：
レセプト情報を元にした３年分の情報が参照可能

特定健診情報：
医療保険者等が登録した５年分の情報が参照可能

＜資格確認画面のイメージ＞

基金  雄吉

キキン  ユウキチ

限度額適用認定証等の連携

薬剤情報・特定健診情報の閲覧

3
メリット

4
メリット

医療機関・薬局 保険者等 加入者（患者）

○加入者（患者）へのサービスの向上
○加入者（患者）からの限度額適用

認定証等の申請に係る事務手続き
が軽減

①保険者へ限度額適用認定証等の申請手続きが不要
②医療機関等の窓口に、限度額適用認定証の提示が不要
③医療費が高額となった場合、申請手続きを行わなくても

限度額以上の医療費の支払いが不要

医療機関・薬局 保険者等 加入者（患者）
①お薬手帳の提示がなくても、加入

者（患者）の服薬履歴を確認でき、
多剤投与や重複投与を防止可能

②服薬履歴や健診結果を活用した診
療や服薬指導等の実現

○加入者（患者）が医療機
関等から処方される医薬
品等の多剤投与や重複投
与の抑制

①服薬履歴や特定健診の結果を踏まえた診療を受けることが可能
②マイナポータルを活用して、医療機関等が処方した医薬品、特定

健診の結果、医療費情報を確認し、自己の健康管理等に活用可能
③マイナポータルを通じて、医療費情報を取得し、医療費控除の手

続きが可能

　加入者（患者）から情報
閲覧の同意が得られた場合
は限度額適用認定証等の情
報が取得可能となり、加入
者（患者）から保険者への
申請がなくても、加入者
（患者）は限度額以上の医
療費を窓口で支払う必要が
なくなります。

　限度額適用認定証および限度額
適用・標準負担額減額認定証の情
報はマイナンバーカードもしくは
健康保険証で、特定疾病療養受療
証の情報はマイナンバーカードに
より本人確認を行った後、本人が
同意した場合に資格情報を閲覧・
取得することができます。

　医師、歯科医師、薬剤
師等の有資格者は、マイ
ナンバーカードで加入者
（患者）の同意を確認し
た上で、「薬剤情報」や
「特定健診情報」を閲覧
することができます。
　ただし、薬剤師は薬剤
情報の閲覧に限ります。

Topics 2
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マイナンバーカードで薬剤情報
・特定健診情報を確認可能
特別措置として、マイナンバーカ
ードによる本人確認を不要

OK

災害発生時、厚生労働省保険
局において、災害の規模等に
応じて医療機関・薬局が閲覧
可能な範囲及び期間を限定

資格確認端末で照会

通常時と同様の画面を
閲覧可能

災害発生時の対応

　資格情報確認後の
レセプトを送付

災害時における薬剤情報・
特定健診情報の閲覧

5
メリット

医療機関・薬局 加入者（患者）
○災害の混乱時であっても、加入者（患者）の服用薬や健診結果を

確認した診療が可能
○主治医以外の医師に、普段服用している医薬品等の処方を受ける

ことが可能

●オンライン資格確認等システムの仕組み

　災害時は特別措置として、マイナンバーカードによる本人確認ができない場合でも薬剤情報・特定
健診情報の閲覧ができるよう、厚生労働省で検討されています。

（出典：厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp）

Topics 2
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Ⅰ
重
症
化
予
防
の
取
組
の
推
進

次
の
２
項
目
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

１　

歯
科
疾
患
管
理
料
の
見
直
し
（
図
1
）

　

歯
科
疾
患
管
理
料
に
つ
い
て
初
診
時
に
係
る

評
価
を
見
直
す
と
と
も
に
、
長
期
的
な
継
続
管

理
に
つ
い
て
新
た
な
評
価
を
行
う
。

２　

歯
周
病
重
症
化
予
防
治
療
の
新
設

　
　（
図
2
）

　

歯
周
病
安
定
期
治
療
の
対
象
と
な
っ
て
い
な

い
歯
周
病
を
有
す
る
患
者
に
対
す
る
継
続
的
な

治
療
に
つ
い
て
新
た
な
評
価
を
行
う
。

（
新
） 

歯
周
病
重
症
化
予
防
治
療　

１　

１
歯
以
上
10
歯
未
満　

１
５
０
点

２　

10
歯
以
上
20
歯
未
満　

２
０
０
点

３　

20
歯
以
上　
　
　
　
　

３
０
０
点

　

厚
生
労
働
省
は
３
月
５
日
、
令
和
２
年

度
の
診
療
報
酬
改
定
に
伴
う
省
令
・
告
示

を
制
定
し
、
官
報
掲
載
を
行
う
と
と
も
に
、

算
定
の
留
意
事
項
な
ど
の
関
連
通
知
を
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
し
た
。

　

本
号
で
は
「
令
和
２
年
度
診
療
報
酬
改

定
の
概
要
（
令
和
２
年
３
月
５
日
版
）」
の

歯
科
か
ら
内
容
を
抜
粋
し
、
ご
紹
介
し
ま

す
。 令

和
２
年
度
診
療
報
酬
改
定
の
概
要（
歯
科
）

●図1

特集

（注）
本資料は現時点※での改定の概要をご紹介するためのものであり、必ずしも最終的な施策内容が反映されていない場合等がありま
す。算定要件・施設基準等の詳細については、関連する告示・通知等をご確認ください。
※3月5日時点で厚生労働省ホームページに掲載

（出典）
厚生労働省ホームページ，令和2年度診療報酬改定，https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html
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Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

口
腔
疾
患
の
重
症
化
予
防
、
口
腔
機
能
低
下
へ

の
対
応
の
充
実
、
生
活
の
質
に
配
慮
し
た
歯
科

医
療
の
推
進

次
の
５
項
目
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

１　

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
口
腔
機
能
管
理
の
推
進

２　

非
経
口
摂
取
患
者
口
腔
粘
膜
処
置
の
新
設

３　

糖
尿
病
患
者
に
対
す
る
機
械
的
歯
面
清
掃
処
置
の
充
実

４　

Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｃ
Ａ
Ｍ
冠
の
対
象
拡
大

５　

歯
科
麻
酔
薬
の
算
定
方
法
の
見
直
し

地
域
と
の
連
携
を
含
む
多
職
種
連
携
の
取
組
の

強
化
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
の
た

め
の
取
組
の
評
価

次
の
３
項
目
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

１　

周
術
期
等
口
腔
機
能
管
理
に
お
け
る
医
科
歯
科
連
携
の
推
進

　
　（
図
3
）

２　

周
術
期
等
口
腔
機
能
管
理
料
（
Ⅲ
）
の
評
価
の
見
直
し

　
　（
図
4
）

３　

周
術
期
等
専
門
的
口
腔
衛
生
処
置
の
見
直
し
（
図
4
）

●図2

重
点
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
分
野
の

適
切
な
評
価

次
の
項
目
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

○　

歯
科
外
来
診
療
に
お
け
る
院
内
感
染
防
止
対
策
の
推
進

　

職
員
を
対
象
と
し
た
院
内
感
染
防
止
対
策
に
か
か
る
研
修
を

施
設
基
準
に
追
加
す
る
と
と
も
に
、
届
出
医
療
機
関
に
お
け
る

初
・
再
診
料
に
つ
い
て
評
価
の
見
直
し
を
行
う
。

●図3

●図4
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答

答

答 答

答

問
20

問
24

問
25

問
26

問
27

医　

科

救
急
医
療
管
理
加
算

　
区
分
番
号
「
Ａ
２
０
５
」
救

急
医
療
管
理
加
算
に
つ
い
て
、

「
当
該
重
症
な
状
態
に
対
し
て
、
入
院

後
３
日
以
内
に
実
施
し
た
検
査
、
画

像
診
断
、
処
置
又
は
手
術
の
う
ち
主

要
な
も
の
」
を
診
療
報
酬
明
細
書
の

摘
要
欄
に
記
載
す
る
こ
と
と
あ
る
が
、

主
要
な
も
の
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
。

　
主
要
な
も
の
と
は
、
例
え
ば
、
当
該

重
症
な
状
態
に
対
し
て
、
入
院
後

　
そ
の
と
お
り
。

　
区
分
番
号
「
Ａ
２
４
５
」
デ
ー

タ
提
出
加
算
１
及
び
２
に
つ
い

て
、
令
和
２
年
３
月
31
日
以
前
よ
り

入
院
を
継
続
し
て
い
る
場
合
、
デ
ー

タ
提
出
加
算
1
及
び
２
の
算
定
時
期

は
い
つ
か
。

　

ま
た
、
そ
の
場
合
の
デ
ー
タ
提
出

加
算
３
及
び
４
に
係
る
入
院
期
間
の

起
算
日
は
い
つ
か
。

　
令
和
２
年
３
月
31
日
に
デ
ー
タ
提
出

加
算
１
又
は
２
を
算
定
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
同
一
入
院
中
に
デ
ー
タ
提
出
加

算
１
又
は
２
を
算
定
し
て
い
な
い
場
合
に

限
る
。

　

ま
た
、
デ
ー
タ
提
出
加
算
３
又
は
４
に

係
る
入
院
期
間
の
起
算
日
は
、
令
和
２
年

３
月
31
日
以
前
の
入
院
日
と
な
る
。

　
区
分
番
号
「
Ａ
２
４
５
」
デ
ー

タ
提
出
加
算
に
つ
い
て
、
医
科

点
数
表
の
第
１
章
第
２
部
「
通
則
５
」

の
規
定
に
よ
り
入
院
期
間
が
通
算
さ

れ
る
再
入
院
の
場
合
の
取
扱
い
は
ど

の
よ
う
に
な
る
か
。

①　

区
分
番
号
「
Ａ
１
０
０
」
急
性

期
一
般
入
院
基
本
料
１
を
届
け
出

る
病
棟
に
入
院
し
、
入
院
初
日
に

デ
ー
タ
提
出
加
算
１
を
算
定
し
た

患
者
が
、
同
病
棟
を
退
院
後
に
、
区

分
番
号
「
Ａ
１
０
１
」
療
養
病
棟

入
院
基
本
料
１
を
届
け
出
る
病
棟

に
再
入
院
（
入
院
期
間
が
通
算
さ

れ
る
再
入
院
に
該
当
）
し
た
場
合

②　

区
分
番
号
「
Ａ
１
０
１
」
療
養

病
棟
入
院
基
本
料
１
を
届
け
出
る

病
棟
に
入
院
し
、
入
院
初
日
に
デ
ー

タ
提
出
加
算
１
を
算
定
し
た
患
者

が
、
同
病
棟
を
退
院
後
に
、
同
病

棟
に
再
入
院
（
入
院
期
間
が
通
算

さ
れ
る
再
入
院
に
該
当
）
し
た
場
合

　
そ
れ
ぞ
れ
、以
下
の
取
扱
い
と
な
る
。

①　

再
入
院
の
初
日
に
デ
ー
タ
提
出

加
算
１
は
算
定
で
き
な
い
。
デ
ー
タ
提

出
加
算
３
は
再
入
院
し
た
日
か
ら
起
算

し
90
日
を
超
え
る
ご
と
に
１
回
算
定
す

る
。

②　

再
入
院
の
初
日
に
デ
ー
タ
提
出
加
算

１
は
算
定
で
き
な
い
。
デ
ー
タ
提
出
加

算
３
は
初
回
の
入
院
日
か
ら
起
算
し
入

院
期
間
が
90
日
を
超
え
る
ご
と
に
１
回

算
定
す
る
。

　令和2年3月31日付け厚生労働省保
険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の
送付について（その1）」から一部を抜
粋してお知らせします。

令和2年度

診療報酬
改定の解説

３
日
以
内
に
実
施
し
た
診
療
行
為
の
う
ち
、

最
も
人
的
又
は
物
的
医
療
資
源
を
投
入
し

た
も
の
を
指
す
。

デ
ー
タ
提
出
加
算

　
区
分
番
号
「
Ａ
２
４
５
」
デ
ー

タ
提
出
加
算
に
つ
い
て
、
例
え

ば
、
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
を
届
け

出
る
病
棟
に
入
院
す
る
患
者
の
場
合
、

入
院
初
日
に
デ
ー
タ
提
出
加
算
１
又

は
２
を
算
定
し
、
当
該
病
棟
に
お
け

る
入
院
期
間
が
90
日
を
超
え
る
ご
と

に
デ
ー
タ
提
出
加
算
３
又
は
４
を
算

定
す
る
の
か
。

　
そ
の
と
お
り
。

　
区
分
番
号
「
Ａ
２
４
５
」
デ
ー

タ
提
出
加
算
３
及
び
４
に
つ

い
て
、
例
え
ば
、
区
分
番
号
「
Ａ

１
０
０
」
急
性
期
一
般
入
院
基
本
料

１
を
届
け
出
る
病
棟
に
入
院
し
、「
Ａ

１
０
１
」
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
１

を
届
け
出
る
病
棟
に
転
棟
し
た
場
合
、

デ
ー
タ
提
出
加
算
３
又
は
４
に
係
る

入
院
期
間
の
起
算
日
は
、
転
棟
し
た

日
と
な
る
の
か
。
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答答

答答

答答

答

問
28

問
44

問
96

問
78

問
97

問
99

問
103

問
98

答

　
新
た
に
区
分
番
号「
Ａ
２
４
５
」

デ
ー
タ
提
出
加
算
に
係
る
届
出

を
行
っ
た
場
合
、
デ
ー
タ
提
出
加
算

の
算
定
方
法
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
。

　

例
え
ば
、
10
月
1
日
か
ら
デ
ー
タ

提
出
加
算
１
及
び
３
が
算
定
可
能
と

な
る
医
療
機
関
に
お
い
て
、
９
月
15 

日
に
区
分
番
号
「
Ａ
１
０
１
」
療
養

病
棟
入
院
基
本
料
１
を
届
け
出
る
病

棟
に
入
院
し
、
10
月
１
日
を
超
え
て

継
続
し
て
入
院
し
て
い
る
患
者
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
に
算
定
す
る
の
か
。

　
デ
ー
タ
提
出
加
算
１
は
算
定
で
き
な

い
。
デ
ー
タ
提
出
加
算
３
は
10
月
１

日
以
降
に
、
９
月
15
日
か
ら
起
算
し
て
90

日
を
超
え
る
ご
と
に
１
回
算
定
す
る
。

排
尿
自
立
支
援
加
算

　
区
分
番
号
「
Ａ
２
５
１
」
排
尿

自
立
支
援
加
算
に
つ
い
て
、
尿

道
カ
テ
ー
テ
ル
を
抜
去
後
に
、
尿
道

カ
テ
ー
テ
ル
を
再
留
置
し
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、
初
回
の
算
定
か
ら
12
週

間
以
内
で
あ
れ
ば
算
定
可
能
か
。

　
算
定
可
能
。

ニ
コ
チ
ン
依
存
症
管
理
料

　
区
分
番
号
「
Ｂ
０
０
１
─
３
─

２
」
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
管
理
料

に
つ
い
て
、
患
者
ご
と
に
「
１
」
を

算
定
す
る
患
者
と
「
２
」
を
算
定
す

る
患
者
と
に
分
け
る
こ
と
は
可
能
か
。

　
可
能
で
あ
る
。

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料

　
区
分
番
号
「
Ｃ
１
０
１
」
在
宅

自
己
注
射
指
導
管
理
料
を
算

定
し
て
い
る
患
者
が
、
緊
急
時
に
受

診
し
、
在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
に

係
る
注
射
薬
を
投
与
し
た
場
合
、
区

分
番
号
「
Ｇ
０
０
０
」
皮
内
、
皮
下

及
び
筋
肉
内
注
射
、
区
分
番
号
「
Ｇ

０
０
１
」
静
脈
内
注
射
を
行
っ
た
場

合
の
費
用
及
び
当
該
注
射
に
使
用
し

た
当
該
患
者
が
在
宅
自
己
注
射
を
行

う
に
当
た
り
医
師
が
投
与
を
行
っ
て

い
る
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の

別
表
第
九
に
掲
げ
る
注
射
薬
の
費
用

は
算
定
可
能
か
。

　
算
定
可
能
。

　
区
分
番
号
「
Ｃ
１
０
１
」
在
宅

自
己
注
射
指
導
管
理
料
の
バ
イ

オ
後
続
品
導
入
初
期
加
算
に
つ
い
て
、

バ
イ
オ
後
続
品
か
ら
先
行
バ
イ
オ
医

薬
品
が
同
一
で
あ
る
別
の
バ
イ
オ
後

続
品
に
変
更
し
た
場
合
、
再
度
算
定

可
能
か
。

　
算
定
不
可
。

在
宅
妊
娠
糖
尿
病
患
者
指
導
管
理
料

　
区
分
番
号
「
Ｃ
１
０
１
─
３
」

在
宅
妊
娠
糖
尿
病
患
者
指
導
管

理
料
２
に
つ
い
て
、「
分
娩
後
に
お
け

る
血
糖
管
理
」
と
は
、
血
糖
測
定
器

を
使
用
し
て
血
糖
自
己
測
定
を
行
う

必
要
が
あ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
か
。

　
血
糖
自
己
測
定
の
必
要
の
有
無
は
問

わ
な
い
。

在
宅
自
己
導
尿
指
導
管
理
料
、
在
宅
経

肛
門
的
自
己
洗
腸
指
導
管
理
料

　
区
分
番
号
「
Ｃ
１
０
６
」
在
宅

自
己
導
尿
指
導
管
理
料
及
び
区

分
番
号
「
Ｃ
１
１
９
」
在
宅
経
肛
門

的
自
己
洗
腸
指
導
管
理
料
に
つ
い
て
、

「
平
成
32
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
限

り
、
区
分
番
号
「
Ｃ
１
０
６
」
在
宅

自
己
導
尿
指
導
管
理
料
及
び
区
分
番

号
「
Ｃ
１
１
９
」
在
宅
経
肛
門
的
自

己
洗
腸
指
導
管
理
料
を
算
定
す
べ
き

指
導
管
理
を
同
一
患
者
に
つ
き
行
っ

た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
月
１
回
に
限

り
所
定
点
数
を
算
定
す
る
。」
と
な
っ

て
い
た
が
、
令
和
２
年
４
月
１
日
以

降
は
主
た
る
指
導
管
理
の
所
定
点
数

を
算
定
す
る
の
か
。

　
そ
の
通
り
。
な
お
、
在
宅
指
導
管
理

材
料
加
算
は
そ
れ
ぞ
れ
算
定
で
き

る
。在

宅
経
肛
門
的
自
己
洗
腸
用
材
料
加
算

　
区
分
番
号
「
Ｃ
１
７
２
」
在
宅

経
肛
門
的
自
己
洗
腸
用
材
料
加

算
に
つ
い
て
経
肛
門
的
自
己
洗
腸
が

必
要
な
患
者
と
は
ど
う
い
っ
た
患
者

を
指
す
の
か
。

　
区
分
番
号
「
Ｃ
１
１
９
」
在
宅
経
肛

門
的
自
己
洗
腸
指
導
管
理
料
の
対
象

と
な
る
患
者
を
指
す
。
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答

答答答

問
148

問
150

問
161

問
165

問
168

答答 問
110

答

問
112

問
108 血

液
化
学
検
査

　
区
分
番
号
「
Ｄ
０
０
７
」
血
液

化
学
検
査
の
「
26
」
フ
ェ
リ
チ

ン
半
定
量
、
フ
ェ
リ
チ
ン
定
量
に
つ

い
て
、
成
人Still
病
の
診
断
又
は
経

過
観
察
を
目
的
と
し
て
実
施
し
た
場

合
に
も
算
定
で
き
る
か
。

　
算
定
で
き
る
。

超
音
波
検
査

　
区
分
番
号
「
Ｄ
２
１
５
」
超
音

波
検
査
に
つ
い
て
、
往
診
時
に

患
家
等
で
超
音
波
検
査
の
断
層
撮
影

法
を
行
っ
た
場
合
は
「
イ 

訪
問
診
療

時
に
行
っ
た
場
合
」
と
「
ロ 

そ
の
他

の
場
合
」
は
ど
ち
ら
を
算
定
す
る
の

か
。

　
往
診
時
に
は
「
ロ 

そ
の
他
の
場
合
」

を
算
定
す
る
。

終
夜
睡
眠
ポ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ー

　
区
分
番
号
「
Ｄ
２
３
７
」
終
夜

睡
眠
ポ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
つ
い

て
、「
心
疾
患
、
神
経
筋
疾
患
（
脳
血

管
障
害
を
含
む
。）
又
は
呼
吸
器
疾
患

（
継
続
的
に
治
療
を
行
っ
て
い
る
場
合

に
限
る
。）」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
患
者
を
指
す
か
。

　
例
え
ば
、
複
数
の
治
療
薬
や
酸
素
療

法
を
行
っ
て
い
る
患
者
、
冠
動
脈
治

療
後
の
冠
動
脈
疾
患
の
患
者
、
確
定
診
断

さ
れ
て
い
る
神
経
筋
疾
患
の
患
者
で
あ
っ

て
何
ら
か
の
症
状
を
有
す
る
者
（
こ
の
場

合
は
、
必
ず
し
も
内
服
治
療
や
呼
吸
管
理

を
行
っ
て
い
る
必
要
は
な
く
、
継
続
的
な

通
院
及
び
管
理
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い

も
の
と
す
る
。）
等
、
安
全
精
度
管
理
下
に

当
該
検
査
を
実
施
す
る
医
学
的
必
要
性
が

認
め
ら
れ
る
も
の
が
該
当
す
る
。

　

な
お
、
高
血
圧
の
み
の
患
者
や
、
内
服

治
療
を
受
け
て
い
る
が
無
症
状
の
脳
血
管

障
害
の
患
者
等
、
当
該
検
査
の
医
学
的
必

要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
該
当
し
な

い
。血

漿
交
換
療
法

　
区
分
番
号
「
Ｊ
０
３
９
」
血
漿

交
換
療
法
に
つ
い
て
、
家
族
性

高
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
血
症
に
対
す
る

血
漿
交
換
療
法
に
つ
い
て
、
空
腹
時

定
常
状
態
の
血
清
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
値
が
3
7
0
㎎
/
dL
を
超
え
る

ホ
モ
接
合
体
で
、
P
C
S
K
９
阻
害

薬
や
M
T
P 

阻
害
薬
等
の
薬
物
療
法

の
開
始
に
よ
り
血
清
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス

テ
ロ
ー
ル
値
が
3
7
0
㎎
/
dL
以
下
に

下
が
っ
た
者
は
、
当
該
療
法
の
対
象

と
な
る
の
か
。

　
家
族
性
高
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
血
症
診

療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
記
載
さ
れ
て

い
る
L
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
管
理
目
標
値

を
踏
ま
え
、
血
漿
交
換
療
法
と
薬
物
療
法

の
併
用
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、

対
象
と
な
る
。

経
会
陰
的
放
射
線
治
療
用
材
料
局
所
注
入

　
入
院
中
の
患
者
に
対
す
る
放
射

線
治
療
を
行
う
に
あ
た
り
、
ハ

イ
ド
ロ
ゲ
ル
型
の
放
射
線
治
療
用
合

成
吸
収
性
材
料
を
使
用
し
た
場
合
に

つ
い
て
、区
分
番
号
「
Ｊ
０
４
３
─
７
」

経
会
陰
的
放
射
線
治
療
用
材
料
局
所

注
入
を
放
射
線
治
療
の
一
連
と
し
て

行
っ
た
場
合
、
ハ
イ
ド
ロ
ゲ
ル
型
の

放
射
線
治
療
用
合
成
吸
収
性
材
料
を

区
分
番
号
「
Ｍ
２
０
０
」
特
定
保
険

医
療
材
料
と
し
て
算
定
す
る
の
か
。

　
算
定
す
る
。

経
皮
的
シ
ャ
ン
ト
拡
張
術
・
血
栓
除
去
術

　
区
分
番
号
「
Ｋ
６
１
６
─
４
」

経
皮
的
シ
ャ
ン
ト
拡
張
術
・
血

栓
除
去
術
に
つ
い
て
、
３
か
月
に
３

回
以
上
実
施
し
た
場
合
、
３
回
目
以

降
の
手
術
に
伴
う
薬
剤
料
又
は
特
定

保
険
医
療
材
料
料
は
算
定
で
き
る
か
。

　
算
定
で
き
な
い
。

同
種
死
体
膵
島
移
植
術

　
区
分
番
号
「
Ｋ
７
０
９
─
６
」

同
種
死
体
膵
島
移
植
術
に
用
い

る
健
膵
の
採
取
に
つ
い
て
は
、
区
分

番
号
「
Ｋ
７
０
９
─
２
」
移
植
用
膵
採

取
術
（
死
体
）
を
算
定
す
る
の
か
。

　
そ
の
と
お
り
。

自
動
縫
合
器
加
算

　
区
分
番
号
「
Ｋ
５
５
２
」
冠
動

脈
、
大
動
脈
バ
イ
パ
ス
移
植
術

及
び
区
分
番
号
「
Ｋ
５
５
２
─
２
」
冠
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答答

答

答

答

問
176

問
4-6

問
5-11

問
9-9

問
 15-12

答

問
5

動
脈
、
大
動
脈
バ
イ
パ
ス
移
植
術
（
人

工
心
肺
を
使
用
し
な
い
も
の
）
に
つ

い
て
、
区
分
番
号
「
Ｋ
９
３
６
」
自

動
縫
合
器
加
算
の
注
１
及
び
２
の
加

算
を
併
せ
て
算
定
で
き
る
か
。

　
注
に
掲
げ
る
加
算
は
、
主
た
る
も
の

の
み
算
定
す
る
。

特
定
保
険
医
療
材
料

　

 「
特
定
保
険
医
療
材
料
の
材
料

価
格
算
定
に
関
す
る
留
意
事

項
に
つ
い
て
」
の
Ｉ
の
３
の
0
3
1

「
腎
瘻
又
は
膀
胱
瘻
用
材
料
」
の
（
４
）

に
つ
い
て
、
医
学
的
な
必
要
性
か
ら

経
皮
的
腎
瘻
造
設
・
膀
胱
瘻
造
設
キ
ッ

ト
を
用
い
た
場
合
は
ど
の
よ
う
に
算

定
す
る
の
か
。

　
腎
瘻
又
は
膀
胱
瘻
用
材
料
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
も
原
則
と
し
て
１
個
を

限
度
と
し
て
算
定
す
る
が
、
医
学
的
な
必

要
性
か
ら
キ
ッ
ト
を
用
い
た
場
合
等
、
２

個
以
上
算
定
す
る
と
き
は
、
そ
の
詳
細
な

理
由
及
び
使
用
し
た
キ
ッ
ト
の
名
称
を
診

療
報
酬
明
細
書
の
摘
要
欄
に
記
載
す
る
こ

と
。

Ｄ
Ｐ
Ｃ

診
療
報
酬
の
算
定
に
つ
い
て

　
４
月
１
日
か
ら
新
規
に
Ｄ
Ｐ
Ｃ

対
象
病
院
と
な
る
場
合
、
改
定

前
の
４
月
１
日
以
前
か
ら
入
院
し
て

い
る
患
者
が
４
月
以
降
に
退
院
（
入

院
Ａ
）
し
、
そ
の
後
同
一
傷
病
に
よ

り
７
日
以
内
に
再
入
院
し
た
場
合
（
入

院
Ｂ
）、
入
院
Ａ
お
よ
び
入
院
Ｂ
は
ど

の
よ
う
に
算
定
す
る
の
か
。

　
入
院
Ａ
に
つ
い
て
は
医
科
点
数
表
に

よ
り
算
定
す
る
。
ま
た
、
入
院
Ｂ
に

つ
い
て
は
、
診
断
群
分
類
点
数
表
に
よ
っ

て
算
定
す
る
こ
と
と
し
、
起
算
日
は
当
該

再
入
院
し
た
日
と
す
る
。

医
療
機
関
別
係
数
に
つ
い
て

　
①
Ｄ
Ｐ
Ｃ
算
定
病
棟
（
包
括
評

価
の
対
象
）
→
②
Ｄ
Ｐ
Ｃ
算

定
病
棟
以
外
の
病
棟
に
転
棟
し
た
事

例
に
つ
い
て
、
デ
ー
タ
提
出
加
算
３

又
は
４
は
ど
の
よ
う
に
算
定
す
る
か
。

ま
た
、
②
Ｄ
Ｐ
Ｃ
算
定
病
棟
以
外
の

病
棟
に
入
院
し
て
い
る
期
間
中
に
今

回
の
診
療
報
酬
改
定
を
経
た
場
合
、

デ
ー
タ
提
出
加
算
３
又
は
４
は
ど
の

よ
う
に
算
定
す
る
か
。

　
い
ず
れ
の
場
合
も
、
②
の
病
棟
が

デ
ー
タ
提
出
加
算
３
又
は
４
の
算
定

対
象
病
棟
の
場
合
の
み
、
令
和
２
年
４
月

１
日
以
降
、
転
棟
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

90
日
を
超
え
る
ご
と
に
デ
ー
タ
提
出
加
算

３
又
は
４
を
算
定
す
る
。

同
一
傷
病
で
の
再
入
院
の
取
扱
い
に
つ

い
て

　
７
日
以
内
の
再
入
院
で
あ
っ

て
、
前
回
の
入
院
と
今
回
の
入

院
の
「
医
療
資
源
を
最
も
投
入
し
た

傷
病
名
」
が
そ
れ
ぞ
れ
、030011

唾

液
腺
の
悪
性
腫
瘍
、030012

上
咽
頭

の
悪
性
腫
瘍
の
よ
う
に
、
診
断
群
分

類
の
上
６
桁
が03001x

と
し
て
同
一

と
な
る
場
合
は
、
同
一
と
し
て
一
連

の
入
院
と
し
て
取
り
扱
う
か
。

　
一
連
の
入
院
と
し
て
取
り
扱
う
。

診
療
報
酬
明
細
書
関
連
に
つ
い
て

　
区
分
番
号
「
Ｋ
９
２
１
」
造
血

幹
細
胞
採
取
を
行
う
に
あ
た

り
、
造
血
幹
細
胞
の
末
梢
血
中
へ
の

動
員
の
た
め
に
Ｇ
─
Ｃ
Ｓ
Ｆ
製
剤
や
プ

レ
リ
キ
サ
ホ
ル
を
投
与
す
る
が
、
区

分
番
号
「
Ｋ
９
２
１
」
造
血
幹
細
胞

採
取
を
算
定
す
る
日
以
外
の
日
に
投

与
し
た
こ
れ
ら
の
薬
剤
料
に
つ
い
て
、

Ｄ
Ｐ
Ｃ
レ
セ
プ
ト
に
お
い
て
手
術
の

部
で
出
来
高
で
算
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
。

　
本
件
は
、
区
分
番
号
「
Ｋ
９
２
１
」

造
血
幹
細
胞
採
取
の
注
２
の
加
算
に

該
当
す
る
た
め
、
造
血
幹
細
胞
採
取
に
あ

た
っ
て
当
該
薬
剤
を
使
用
し
た
場
合
に
つ

い
て
も
、
区
分
番
号
「
Ｋ
９
２
１
」
造
血

幹
細
胞
採
取
を
算
定
す
る
日
に
区
分
番
号

「
Ｋ
９
２
１
」
造
血
幹
細
胞
採
取
の
所
定
の

点
数
に
当
該
薬
剤
の
点
数
を
加
算
す
る
。

歯　

科

歯
科
疾
患
管
理
料

　
区
分
番
号
「
Ｂ
０
０
０
─
４
」

に
掲
げ
る
歯
科
疾
患
管
理
料
の

「
注
１
」
に
お
い
て
「
１
回
目
の
歯
科

疾
患
管
理
料
は
、
歯
科
疾
患
の
管
理

が
必
要
な
患
者
に
対
し
、」と
し
て「
継

続
的
な
」
が
削
除
さ
れ
た
が
、
歯
冠

補
綴
物
の
脱
離
に
対
す
る
再
装
着
を
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問
9

答問
11

答答

答

答答

答

問
20

問
21

問
10

問
15

問
16

答

疑義解釈資料の全文は支払基金ホーム
ページ（https://www.ssk.or.jp/）に掲載し
ています。
トップページ → 診療報酬の審査 → 診療
報酬関係通知 → 令和 2年度診療報酬改
定関係

行
い
初
診
日
で
治
療
が
完
結
す
る
等
、

継
続
的
な
管
理
を
行
わ
な
い
場
合
に

つ
い
て
も
算
定
で
き
る
の
か
。

　
留
意
事
項
通
知
の
と
お
り
、「
継
続

的
管
理
を
必
要
と
す
る
歯
科
疾
患
を

有
す
る
患
者
（
有
床
義
歯
に
係
る
治
療
の

み
を
行
う
患
者
を
除
く
。）」
が
対
象
で
あ

り
、
従
前
の
と
お
り
。

歯
科
特
定
疾
患
療
養
管
理
料

　
区
分
番
号
「
Ｂ
０
０
２
」
に
掲

げ
る
歯
科
特
定
疾
患
療
養
管

理
料
の
対
象
疾
患
と
し
て
三
叉
神
経

ニ
ュ
ー
ロ
パ
チ
ー
が
追
加
さ
れ
た
が
、

区
分
番
号
「
Ｄ
０
１
３
」
に
掲
げ
る

精
密
触
覚
機
能
検
査
を
実
施
し
た
患

者
が
対
象
と
な
る
か
。

　
区
分
番
号
「
Ｄ
０
１
３
」
に
掲
げ
る

精
密
触
覚
機
能
検
査
等
に
よ
り
歯
科

医
学
的
に
三
叉
神
経
ニ
ュ
ー
ロ
パ
チ
ー
と

診
断
さ
れ
た
患
者
が
対
象
で
あ
る
。

歯
周
病
検
査

　

 「
歯
肉
の
発
赤
・
腫
脹
の
状
態

及
び
歯
石
の
沈
着
の
有
無
等
に

よ
り
歯
周
組
織
の
状
態
の
評
価
を
行

い
、
歯
周
基
本
治
療
を
開
始
し
て
差

し
支
え
な
い
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
歯
周
病
検
査
の
費
用

は
別
に
算
定
で
き
る
の
か
。

　
算
定
で
き
な
い
。

歯
周
病
重
症
化
予
防
治
療

　
区
分
番
号
「
Ｉ
０
１
１
─
２
─

３
」
に
掲
げ
る
歯
周
病
重
症

化
予
防
治
療
の
留
意
事
項
通
知
（
６
）

に
つ
い
て
、「
２
回
目
の
歯
周
病
検
査

の
結
果
、」
と
あ
る
が
、
２
回
目
の
歯

周
病
検
査
終
了
後
再
ス
ケ
ー
リ
ン
グ

を
行
っ
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
、
３

回
目
以
降
の
再
評
価
の
た
め
の
歯
周

病
検
査
を
行
い
、
歯
周
病
重
症
化
予

防
治
療
を
開
始
し
た
場
合
は
同
様
の

取
扱
い
に
な
る
の
か
。

　
そ
の
と
お
り
。

　
区
分
番
号
「
Ｉ
０
１
１
─
２
─

３
」
に
掲
げ
る
歯
周
病
重
症

化
予
防
治
療
の
留
意
事
項
通
知
（
１
）

に
つ
い
て
、「
歯
周
病
検
査
の
結
果
、

歯
周
ポ
ケ
ッ
ト
が
４
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

未
満
の
患
者
」
と
あ
る
が
、
区
分
番

号
「
Ｄ
０
０
２
」
に
掲
げ
る
歯
周
病

検
査
の
「
１　

歯
周
基
本
検
査
」
又

は
「
２　

歯
周
精
密
検
査
」
を
行
っ

た
患
者
が
対
象
と
考
え
て
よ
い
か
。

　
そ
の
と
お
り
。

調　

剤

特
定
薬
剤
管
理
指
導
加
算
２

　
特
定
薬
剤
管
理
指
導
加
算
１
と

特
定
薬
剤
管
理
指
導
加
算
２
は

併
算
定
可
能
か
。

　
特
定
薬
剤
管
理
指
導
加
算
２
の
算
定

に
係
る
悪
性
腫
瘍
剤
及
び
制
吐
剤
等

の
支
持
療
法
に
係
る
薬
剤
以
外
の
薬
剤
を

対
象
と
し
て
、
特
定
薬
剤
管
理
指
導
加
算

１
に
係
る
業
務
を
行
っ
た
場
合
は
併
算
定

が
で
き
る
。

服
用
薬
剤
調
整
支
援
料
２

　
重
複
投
薬
等
の
解
消
に
係
る
提

案
を
行
い
、
服
用
薬
剤
調
整
支

援
料
２
を
算
定
し
た
後
に
、
当
該
提

案
に
よ
り
２
種
類
の
薬
剤
が
減
少
し

て
服
用
薬
剤
調
整
支
援
料
１
の
要
件

を
満
た
し
た
場
合
に
は
、
服
用
薬
剤

調
整
支
援
料
１
も
算
定
で
き
る
か
。

　
算
定
で
き
な
い
。

　
同
一
患
者
に
つ
い
て
、
同
一
月

内
に
複
数
の
医
療
機
関
に
対
し

て
重
複
投
薬
等
の
解
消
に
係
る
提
案

を
行
っ
た
場
合
、
提
案
を
行
っ
た
医

療
機
関
ご
と
に
服
用
薬
剤
調
整
支
援

料
２
を
算
定
で
き
る
か
。

　
同
一
月
内
に
複
数
の
医
療
機
関
に
対

し
て
提
案
を
行
っ
た
場
合
で
も
、
同

一
患
者
に
つ
い
て
算
定
で
き
る
の
は
１
回

ま
で
で
あ
る
。

16月刊基金 May 2020



知っておきたい
病気の豆知識

連載130回
医学の
はなし

　

更
年
期
は
女
性
特
有
の
時
期
で
す
。
女
性
は

誰
し
も
い
つ
か
は
閉
経
し
ま
す
。
こ
れ
は
卵
巣

か
ら
出
て
い
る
女
性
ホ
ル
モ
ン
（
エ
ス
ト
ロ
ゲ

ン
）
の
分
泌
が
急
激
に
減
少
す
る
こ
と
が
原
因

で
起
こ
る
生
理
現
象
で
す
が
、
平
均
す
る
と
50

歳
前
後
で
完
全
に
閉
経
す
る
方
が
多
い
よ
う
で

す
。
こ
の
閉
経
を
挟
ん
だ
約
10
年
間
を
更
年
期

と
呼
び
ま
す
。

 　

エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン
の
働
き
は
、
乳
房
の
発
達
や

女
性
ら
し
い
身
体
を
つ
く
る
・
記
憶
力
・
認
知

力
・
自
律
神
経
や
感
覚
神
経
の
バ
ラ
ン
ス
・
動

脈
硬
化
予
防
・
妊
娠
出
産
準
備
・
泌
尿
器
機
能

の
維
持
・
皮
膚
の
水
分
コ
ラ
ー
ゲ
ン
調
節
・
骨

塩
量
の
調
節
・
脂
質
代
謝
を
良
好
に
保
つ
等
、

身
体
全
体
に
及
び
ま
す
。

　

エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン
の
減
少
に
よ
っ
て
こ
の
更
年

期
に
あ
た
る
時
期
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
覚
症

状
が
出
て
き
ま
す
。
症
状
は
特
に
一
定
し
な
い

こ
と
も
多
く
「
不
定
愁
訴
」
と
ひ
と
く
く
り
に

表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
代
表
的
な

も
の
と
し
て
、
①
ホ
ッ
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
（
の
ぼ

せ
）・
発
汗
・
口
喝
・
の
ど
の
違
和
感
や
つ
か
え
・

肩
こ
り
、②
動
悸
・
息
切
れ
、③
頭
痛
・
め
ま
い
・

耳
鳴
り
・
イ
ラ
イ
ラ
・
物
忘
れ
・
集
中
力
低
下
・

落
ち
込
み
、
④
不
安
・
不
眠
・
疲
労
感
、
⑤
気

分
が
沈
む
・
食
欲
不
振
・
嘔
気
・
便
秘
・
下
痢
・

冷
え
、
⑥
し
び
れ
、
知
覚
過
敏
、
関
節
痛
、
筋

肉
痛
・
腰
痛
、
⑦
外
性
器
違
和
感
や
痛
み
、
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
更
年
期

障
害
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
身
体
的
な
症
状
だ
け

で
な
く
、
精
神
的
な
症
状
を
代
表
に
そ
れ
ぞ
れ

の
方
々
の
人
生
背
景
を
反
映
す
る
と
思
わ
れ
る

こ
と
も
特
徴
で
す
。

 　

す
べ
て
の
女
性
が
迎
え
る
更
年
期
で
す
が
、

ま
ず
は
思
春
期
や
性
の
成
熟
期
を
乗
り
越
え
て

こ
ら
れ
て
お
疲
れ
様
で
し
た
。
こ
の
辺
で
一
呼

吸
で
す
。
生
活
習
慣
を
見
直
し
ま
し
ょ
う
。
家

族
の
笑
顔
に
包
ま
れ
た
心
の
健
康
が
第
一
で

す
。
ス
ト
レ
ッ
チ
や
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
等
、
体
の

血
液
循
環
を
良
く
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
バ
ラ

ン
ス
の
と
れ
た
食
事
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

 　

基
本
的
に
除
外
診
断
と
な
り
ま
す
。
症
状
全

般
か
ら
、
中
等
度
以
上
の
う
つ
病
・
甲
状
腺
機

能
異
常
・
貧
血
・
不
整
脈
・
メ
ニ
エ
ー
ル
病
・

関
節
リ
ウ
マ
チ
・
脳
腫
瘍
・
薬
剤
誘
発
性
頭
痛
・

椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
・
変
形
性
膝
関
節
症
・
カ
ル

シ
ウ
ム
拮
抗
薬
服
用
等
の
除
外
と
精
査
を
行
い

ま
す
。

 
①　
漢
方
薬

　

多
彩
な
症
状
を
示
す
更
年
期
障
害
に
は
メ
ン

タ
ル
ス
ト
レ
ス
な
ど
血
管
運
動
神
経
障
害
以
外

の
症
状
も
多
く
、ま
た
ホ
ル
モ
ン
補
充
療
法（
Ｈ

Ｒ
Ｔ
）
禁
忌
症
例
も
あ
り
、
Ｈ
Ｒ
Ｔ
以
外
の
治

療
も
必
要
と
な
り
ま
す
。
薬
物
療
法
と
し
て
、

漢
方
が
更
年
期
障
害
や
血
の
道
症
に
、
向
精
神

薬
が
精
神
症
状
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
今
回
は
漢

方
薬
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

　

一
言
で
言
う
と
コ
ツ
は
女
性
の
不
満
を
察
知

し
、
本
人
の
持
つ
虚き

ょ

実じ
つ

・
陰い
ん

陽よ
う

・
気き

血け
つ

水す
い

の
証

に
併
せ
て
服
用
す
る
こ
と
で
す
。
虚き

ょ

証し
ょ
うは
精

気
が
衰
え
、
病
気
に
対
す
る
生
体
の
防
御
反
応

が
衰
え
た
状
態
。
実じ

っ

証し
ょ
うは
抵
抗
体
力
が
備
わ
っ

て
い
る
状
態
。
陰い

ん

陽よ
う

は
基
礎
代
謝
の
状
態
と
考

え
、
子
ど
も
は
基
礎
代
謝
が
亢
進
し
て
お
り

「
陽
」、加
齢
と
と
も
に
「
陰
」
に
向
か
い
ま
す
。

気き

虚き
ょ
と
は
気
力
が
な
い
、
だ
る
い
、
疲
れ
や
す

い
症
状
。
気き

逆ぎ
ゃ
くと
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
よ
う
な
状

態
、
顔
面
紅
潮
、
冷
え
の
ぼ
せ
、
発
作
性
頭
痛
、

動
悸
、
焦し

ょ
う
そ
う燥感

。
気
う
つ
と
は
気
の
巡
り
が
悪

い
状
態
、
抑
う
つ
、
不
安
、
頭
重
感
、
喉
の
つ

か
え
感
な
ど
。
血け

っ

虚き
ょ
と
は
栄
養
失
調
の
よ
う
な

状
態
、
め
ま
い
、
顔
色
不
良
、
皮
膚
の
乾
燥
・

荒
れ
、
抜
け
毛
、
眼
精
疲
労
な
ど
。
瘀お

血け
つ
と
は

古
い
血
の
滞
っ
た
状
態
、口
乾
、目
の
下
の
隈
、

不
眠
、不
安
、便
秘
な
ど
。
水す

い
毒ど
く

と
は
む
く
み
、

尿
量
減
少
、
め
ま
い
、
耳
鳴
り
な
ど
。
以
上
の

証
と
自
覚
症
状
を
ま
と
め
て
処
方
漢
方
を
決
定

す
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

②　
ホ
ル
モ
ン
補
充
療
法
（
Ｈ
Ｒ
Ｔ
） 

　

実
施
に
当
た
っ
て
は
、
専
門
医
に
よ
る
日
本

産
婦
人
科
学
会
・
医
会
、
日
本
女
性
医
学
会
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
、
適
用
と
禁

忌
を
見
極
め
、
個
々
の
方
々
に
あ
っ
た
製
剤
・

用
法
を
慎
重
に
選
択
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

参
考
資
料
：
公
益
社
団
法
人 

日
本
産
婦
人
科
医
会

「
研
修
ノ
ー
ト
94　

産
婦
人
科
外
来
で
の
鑑
別
診
断

の
手
順
と
薬
物
療
法
」

更
年
期
を
迎
え
た
皆
さ
ま
へ

エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン
の
働
き

更
年
期
障
害
の
治
療

上田原レディース＆
マタニティークリニック

（長野県）

宮下 尚夫
更年期障害
～女性健康外来の一助として～

更
年
期
障
害
の
診
断

月刊基金 May 202017



新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
　新型コロナウイルス感染症に関して、これまでに厚生労働省から発出されたお知らせの一部をご紹介します。

新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いについて（一部改正）
（令和2年3月25日付け健感発0325第1号）
「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査に係る費用の請求に関する
診療報酬明細書の記載等について」（令和2年3月25日付け保医発0325第9号）

　令和2年3月6日より保険適用された「新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査」について、令和
2年4月診療分から公費負担医療として社会保険診療報酬支払基金が審査および支払事務を行います。

①　改正内容
　⑴　SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出及び微生物学的検査判断料（初再診などは含まない）に係る自己負担額につ
いては、感染症指定医療機関等が都道府県等に請求していたが、令和2年4月診療分からは通常の診療報酬の請求として支払
基金に請求する。

　⑵　支払基金はSARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出及び微生物学的検査判断料に係る自己負担額を都道府県等に請求
し、感染症指定医療機関等に支払う。

　⑶　感染症指定医療機関等が支払基金に請求する際のレセプトについては、併用レセプトで作成する。

②　レセプトの記載方法
　⑴　公費負担者番号
　　　法別番号は「28」とし、感染症指定医療機関等の所在地に応じた公費負担者番号（注1）が記載される。
　⑵　受給者番号
　　　「9999996」が記載される。

（注1）支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp）に実施機関ごとの公費負担者番号を掲載しています。
トップページ → 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ → 厚生労働省からのお知らせ → 新型コロナウイルス
核酸検出の保険適用に伴う行政検査に係る費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について

18月刊基金 May 2020



新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その6）（令和2年3月19日付け事務連絡）

※　「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」
（以下、「令和2年3月19日事務連絡」という。）を参照している箇所については「新型コロナウイルス感染症の拡大に際し
ての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（4月10日事務連絡）の該当箇所に読み替え
るものとすること。

　　　 オンライン診療料の留意事項では、「診療計画に基づかない他の傷病に対する診療は、対面診療で行うことが原則」と
されているが、令和２年３月19日事務連絡の「１（２）①」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対す
る診療等について、既に当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っている場合であって、発症が容易に予測される
症状の変化に対する処方を行うとき、診療報酬の算定に当たっては、どのようにすればよいか。
　通常のオンライン診療料と同様の取扱いとして差し支えない。

　令和２年３月19日事務連絡の「１（２）②」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等につ
いて、これまで当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っていない場合であって、発症が容易に予測される症状の
変化に対する処方を行うとき、診療報酬の算定に当たっては、どのようにすればよいか。
　「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」（令和
２年２月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「令和２年２月28日事務連絡」とい
う。）に関連する臨時的な診療報酬の取扱いと同様の取扱いとして差し支えない。

　令和２年３月19日事務連絡の「１（２）」の場合について、ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局に
おいて、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤報酬の算定に当たっては、どのようにすればよいか。
　令和２年２月28日事務連絡に関連する臨時的な診療報酬の取扱いと同様の取扱いとして差し支えない。

　令和２年３月19日事務連絡の「２（３）」の場合について、新型コロナウイルス感染症の診断や治療が直接の対面診療
により行われた患者に対して、在宅での安静・療養が必要な期間中に、在宅での経過観察結果を受けて、当該患者の診断
を行った医師又は、かかりつけ医等からの紹介に基づき新型コロナウイルス感染症の診断や治療を行った医師から情報提
供を受けた当該かかりつけ医が、患者の求めに応じて、電話や情報通信機器を用いて、それぞれの疾患について発症が容
易に予測される症状の変化に対して必要な薬剤を処方した場合に、診療報酬等の算定に当たっては、どのようにすればよ
いか。
　令和２年２月28日事務連絡に関連する臨時的な診療報酬の取扱いと同様の取扱いとして差し支えない。

　区分番号「Ａ００１」再診料の注12 地域包括診療加算及び区分番号「Ｂ００１－２－９」地域包括診療料の施設基準
に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修について、２年毎の届出が必要とされているが、新型コロナウイルスの感染
拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得ない事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合においても、
届出を辞退する必要があるか。
　届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能である。ただし、研修が受けられるようになった場合には、速やかに研
修を受講し、遅滞なく届出を行うこと。

　区分番号「Ａ２３４」医療安全対策加算の注２医療安全対策地域連携加算及び区分番号「Ａ２３４－２」感染防止対策
加算の注２感染防止対策地域連携加算の施設基準に規定する年１回程度の評価について、新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため実施できない場合においても、届出を辞退する必要があるか。
　届出を辞退する必要はない。ただし、実施できるようになった場合には、速やかに評価を実施すること。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その7）（令和2年3月19日付け事務連絡）

　保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16 キロメートルを超える往診又は訪問診療（以下、「往診等」という。）
については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており（「診
療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和２年３月５日保医発0305 第１号））、具体的には、
①患家の所在地から半径16 キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、

問１

答

答
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問３

答
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答
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問１

答

②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合
などが考えられる（「疑義解釈資料の送付について（その７）」（平成19 年４月20日付医療課事務連絡））とされている。
例えば、自宅で療養する新型コロナウイルス感染症患者に往診等が必要な場合であって、対応可能な医療機関が近隣に存
在しない場合や対応可能な医療機関が近隣に存在していても往診等を行っていない場合は、「16 キロメートルを超える往
診等を必要とする絶対的な理由」に含まれるか。
　ご指摘の事例は、「絶対的な理由」に含まれる。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その9）（令和2年4月8日付け事務連絡）

１　外来における対応について
　　新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療を評価する

観点から、新型コロナウイルス感染症患者（新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む。以下同じ。）の外来診
療を行う保険医療機関においては、当該患者の診療について、受診の時間帯によらず、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労
働省告示第59号。以下「算定告示」という。）B001-2-5 院内トリアージ実施料を算定できることとすること。なお、その際は、

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第１版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。
　　また、新型コロナウイルス感染症患者に対してのみ院内トリアージ実施料を算定する保険医療機関については、特掲診療料の

施設基準等（平成20年厚生労働省告示第63号）第三の四の四に規定する施設基準を満たしているものとみなすとともに、第一
に規定する届出は不要とすること。

２　入院における対応について
⑴　緊急に入院を必要とする新型コロナウイルス感染症患者に対する診療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者

の入院診療に当たっては、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた患者（入院基本料又は特定入院料のうち、
救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。）について、算定告示A205の１救急医療管理加算１を算
定できることとすること。その際、最長14日算定できることとすること。

　　なお、新型コロナウイルス感染症患者については、算定告示A205 救急医療管理加算の注１に規定する「緊急に入院を必要
とする重症患者として入院した患者」とみなすものとすること。

　　また、新型コロナウイルス感染症患者に対してのみA205の１救急医療管理加算１を算定する保険医療機関については、地
域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の体制を確保しており、かつ、基本診療料の施設基準等（平
成20年厚生労働省告示第62号）第八の六の二に規定する要件を満たしているものとみなすとともに、第一に規定する届出は
不要とすること。

⑵　必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっ
ては、第二種感染症指定医療機関の指定の有無に関わらず、算定告示A210 の２二類感染症患者入院診療加算を算定できるこ
ととすること。

　　なお、算定告示A300 救命救急入院料、A301 特定集中治療室管理料、A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料、A301-3 
脳卒中ケアユニット入院医療管理料、A301-4 小児特定集中治療室管理料、A302 新生児特定集中治療室管理料、A303 総合
周産期特定集中治療室管理料、A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料、A305 一類感染症患者入院医療管理料を算定する
病棟・病室については、当該加算を含むものとし、別に算定できないこととすること。

３　その他の診療報酬の取扱いについて
　新型コロナウイルス感染症患者であって、一般病棟入院基本料を算定している病棟に入院している患者に対して、個室又
は陰圧室で管理を行った場合に、A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算は算定可能か。
　新型コロナウイルス感染症患者は、二類感染症患者相当の取扱いとされていることから、二類感染症患者療養環境特別加
算の算定要件を満たせば、算定できる。

　新型コロナウイルス感染症患者であって、地域包括ケア病棟入院料を算定している病棟に入院している患者に対して、在
宅患者支援病床初期加算は算定可能か。
　地域包括ケア病棟入院料を算定している病棟に、新型コロナウイルス感染症患者が入院した場合には、在宅患者支援病床
初期加算を算定できる。

　新型コロナウイルス感染症患者であって、療養病棟入院基本料を算定している病棟に入院している患者に対して、在宅患
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答

問３
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者支援療養病床初期加算は算定可能か。
　療養病棟入院基本料を算定している病棟に、新型コロナウイルス感染症患者が入院した場合には、在宅患者支援療養病床
初期加算を算定できる。

　新型コロナウイルス感染症患者が療養病棟入院基本料を算定する病棟に入院した場合、基本診療料の施設基準等別表第五
の二に規定する「感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態」とみなしてよいか。
　そのような状態とみなしてよい。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その10）（令和2年4月10日付け事務連絡）

１　初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
　　新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、「新

型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて（注2）」（令和
２年４月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「４月10日事務連絡」という。）１．（１）に
規定する初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、当該患者の診療について、診療報酬の算
定方法（平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定告示」という。）A000初診料の注2に規定する214 点を算定すること。
その際は、4月10日事務連絡における留意点等を踏まえ、適切に診療を行うこと。

　　また、その際、医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤
技術基本料、又は薬剤料を算定することができる。

　　ただし、4月10日事務連絡１．（１）に規定する場合であっても、既に保険医療機関において診療を継続中の患者が、他の疾
患について当該保険医療機関において初診があった場合には、電話等再診料を算定すること。

２　保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を
行う場合について

　　新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、4月10日事務連絡２．（１）に基づき調剤を実施した場合、調剤技術料、薬
剤料及び特定保険医療材料料を算定することができる。

　　また、4月10日事務連絡２．（２）に規定する電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、その他の要件を満たせば、
薬剤服用歴管理指導料等を算定することができる。

３　慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について
　　新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた

診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療
養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通
信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、算定告示B000 の2に規定する「許可病床数が100床未
満の病院の場合」の147点を月１回に限り算定できることとすること。

（注2）　支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp）に「新型コロナウイルスの感染拡大防止に際しての電話や情報通信機器を
用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」を掲載しています。
トップページ → 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ → 厚生労働省からのお知らせ → 「新型コロナウイルス感染症に係
る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その10）」→ 別添

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その11）（令和2年4月14日付け事務連絡）

　治療のため現に通院している患者であって、新型コロナウイルス感染症を疑う症状で受診したものについて、必要な感染
予防策を講じた上で、当該患者の診療を行ったときには、再診料等を算定した場合であっても、院内トリアージ実施料を算
定できるか。
　算定できる。
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　支払基金ホームページに「新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ」ページを
開設しておりますので、直近の情報につきましてはこちらをご覧ください。
　トップページ → お知らせ → 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
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厚
労
省
は
３
月
９
日
、「
健
康
・
医

療
・
介
護
情
報
利
活
用
検
討
会
」
の
初

会
合
を
開
催
し
た
。
保
健
医
療
情
報
の

利
活
用
に
向
け
た
工
程
表
の
今
夏
の
策

定
に
向
け
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ヘ
ル
ス
・

レ
コ
ー
ド
（
Ｐ
Ｈ
Ｒ
）
や
保
健
医
療
情

報
を
全
国
の
医
療
機
関
等
で
確
認
で
き

る
仕
組
み
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

論
点
は
、
①
健
診
・
検
診
情
報
を
本

人
が
電
子
的
に
確
認
・
利
活
用
で
き
る

仕
組
み
の
在
り
方
②
医
療
等
情
報
を
本

人
や
全
国
の
医
療
機
関
等
に
お
い
て
確

認
・
利
活
用
で
き
る
仕
組
み
の
在
り
方

③
電
子
処
方
箋
の
実
現
に
向
け
た
環
境

整
備
の
３
項
目
。
①
を
中
心
に
検
討
す

る
「
健
診
等
情
報
利
活
用
ワ
ー
キ
ン
グ

　

日
本
経
済
団
体
連
合
会
は
３
月
17
日

に
「Society 5.0

の
実
現
に
向
け
た
規

制
・
制
度
改
革
に
関
す
る
提
言
」
を
ま

と
め
た
。
国
民
一
人
ひ
と
り
の
健
康
増

進
に
向
け
て
、
①
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
・

服
薬
指
導
に
お
け
る
対
面
原
則
の
撤
廃

②
次
世
代
医
療
基
盤
法
の
活
用
促
進

に
向
け
た
制
度
整
備
（
匿
名
加
工
医
療

情
報
に
関
す
る
標
準
的
な
デ
ー
タ
提
供

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
制
定
な
ど
）
③
デ
ジ

タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
製
品
を
対
象
と
し
た

新
た
な
認
定
制
度
の
創
設
④
医
療
デ
ー

タ
の
２
次
利
用
に
向
け
た
患
者
同
意
の

電
磁
的
取
得
の
促
進
⑤
ラ
イ
フ
コ
ー
ス

全
体
に
わ
た
り
健
康
・
医
療
情
報
を
円

滑
に
連
結
す
る
仕
組
み
の
整
備
（
自
治

体
や
健
保
組
合
等
に
よ
る
被
保
険
者
番

号
の
告
知
要
求
を
可
能
と
す
る
こ
と
）
な

ど
を
求
め
て
い
る
。

　

健
保
連
は
３
月
18
日
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
か
か
る
緊
急
要
望

を
厚
労
省
に
提
出
し
た
。

　

①
健
保
組
合
業
務
停
止
時
の
対
策
②

保
健
事
業
③
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等

の
導
入
④
健
保
組
合
の
財
政
悪
化
へ
の

対
応
⑤
予
防
対
策
お
よ
び
適
切
な
受
診

行
動
の
情
報
発
信
の
５
項
目
を
要
望
。

　

④
財
政
悪
化
へ
の
対
応
で
は
「
政
府

に
よ
る
緊
急
経
済
対
策
に
健
保
組
合
へ

の
財
政
支
援
策
を
盛
り
込
む
な
ど
、
特

段
の
配
慮
」
を
求
め
て
い
る
。

　

厚
労
省
は
３
月
18
日
、「
精
神
障
害

に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
の
構
築
に
係
る
検
討
会
」
の
初
会
合

を
開
催
し
た
。
来
年
３
月
を
目
途
に
意

見
を
ま
と
め
る
予
定
。

　

初
会
合
で
は
、
主
な
検
討
事
項
と
し

て
、
▽
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
保

健
所
の
役
割
▽
精
神
科
と
一
般
科
の
連

携
推
進
▽
保
健
・
福
祉
等
と
の
連
携
▽

精
神
科
救
急
等
体
制
整
備
▽
入
退
院
時

の
連
携
体
制
な
ど
が
示
さ
れ
た
。

　　

厚
労
省
の
循
環
器
病
対
策
推
進
協
議

グ
ル
ー
プ
」
と
、
②
③
を
中
心
に
検
討

す
る
「
医
療
等
情
報
利
活
用
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ
」
を
設
け
議
論
を
進
め
る
。

　

厚
労
省
の
医
療
計
画
の
見
直
し
等
に

関
す
る
検
討
会
は
３
月
13
日
、
外
来
機

能
の
明
確
化
な
ど
に
つ
い
て
議
論
し
た
。

外
来
医
療
の
機
能
分
化
・
連
携
の
推
進

に
向
け
て
同
省
は
、
日
帰
り
手
術
を
行

う
外
来
な
ど
「
医
療
資
源
を
重
点
的
に

活
用
す
る
外
来
」
に
関
す
る
報
告
制
度

の
創
設
を
提
案
し
た
。

　

厚
労
省
は
３
月
16
日
、
第
１
１
４ 
回

医
師
国
家
試
験
の
合
格
者
を
発
表
し
た
。

受
験
者
数
は
１
万
１
４
０
人
（
前
年
比

６
人
減
）、
う
ち
新
卒
者
は
９
０
４
４
人

（
同
１
３
２
人
減
）。
合
格
者
数
は
９
３

４
１
人
（
同
３
１
２
人
増
）、
う
ち
新
卒

者
は
８
５
８
３
人
（
同
１
０
５
人
増
）。

合
格
率
は
92
・
１
％
（
同
３
・
１
ポ
イ

ン
ト
増
）、
う
ち
新
卒
者
は
94
・
９
％

（
同
２
・
５
ポ
イ
ン
ト
増
）。

MONTHLY
N O T E

マンスリーノート

医療保険等の動き

3        4
March April

健
康・医
療・介
護
情
報
の

利
活
用
に
向
け
て
検
討
会
設
置

3
月
9
日

【
情
報
利
活
用
】

医
療
資
源
を
重
点
的
に
活
用
す
る

外
来
の
報
告
制
度
創
設
を
提
案

3
月

13
日

【
医
療
】

医
師
国
家
試
験
の
合
格
発
表

合
格
率
は
92・１
％

3
月

16
日

【
医
療
】

一
人
ひ
と
り
の
健
康
増
進
に
向
け
て

経
団
連
が
提
言
ま
と
め
る

3
月

17
日

【
規
制
・
制
度
改
革
】

精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
検
討
会

3
月

18
日

【
地
域
包
括
ケ
ア
】

循
環
器
病
対
策
推
進
基
本
計
画
の

策
定
に
向
け
骨
子
案
を
議
論

3
月

19
日

【
医
療
】

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

か
か
る
緊
急
要
望
を
提
出

3
月

18
日

【
健
保
連
】
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に
推
奨
す
べ
き
者
」
を
提
示
。
具
体
的

に
、
胃
が
ん
検
診
は
「
50
歳
以
上
69

歳
以
下
の
者
」、
子
宮
頸
が
ん
検
診
は

「
20
歳
以
上
69
歳
以
下
の
者
」、
大
腸
が

ん
・
乳
が
ん
・
肺
が
ん
検
診
は
「
40
歳

以
上
69
歳
以
下
の
者
」
と
し
て
い
る
。

　

厚
労
省
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適

切
な
実
施
に
関
す
る
指
針
の
見
直
し
に

関
す
る
検
討
会
」
は
４
月
２
日
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大

を
踏
ま
え
た
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
つ
い

て
議
論
。
受
診
履
歴
が
あ
る
場
合
、
診

察
を
し
た
医
師
が
医
学
的
に
電
話
や
オ

ン
ラ
イ
ン
で
の
診
断
が
可
能
と
判
断
し

た
範
囲
で
診
療
・
処
方
を
認
め
る
こ
と

に
つ
い
て
「
平
時
で
は
な
い
状
況
を
踏

ま
え
、
時
限
的
な
措
置
と
し
て
」
認
め

る
こ
と
を
お
お
む
ね
了
承
し
た
。

　

一
方
、
規
制
改
革
推
進
会
議
は
４
月

１
日
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
に
関
す
る
特
命
タ
ス
ク
フ
ォ
ー

ス
」
を
設
置
し
、
翌
２
日
に
初
会
合
を

開
催
し
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
・
電
話
診
療

や
服
薬
指
導
の
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、

遠
隔
教
育
を
充
実
す
る
た
め
、
必
要
な

規
制
・
制
度
の
見
直
し
を
検
討
す
る
。

年
度
事
業
計
画
と
予
算
案
を
了
承
し
た
。

　

令
和
２
年
度
事
業
計
画
に
盛
り
込
ま

れ
た
重
要
業
績
評
価
指
標
（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）

を
み
る
と
、
生
活
習
慣
病
予
防
健
診
受

診
率
を
44
％
以
上
（
平
成
30
年
度
末

41
・
２
％
）
に
、
被
扶
養
者
の
特
定
健

診
受
診
率
を
26
％
以
上
（
同
25
・
０
％
）

に
す
る
と
し
て
い
る
。　

　

特
定
保
健
指
導
率
に
つ
い
て
は
、
被

保
険
者
は
22
％
以
上
（
同
８
・
４
％
）

に
、
被
扶
養
者
は
16
％
以
上
（
同
18
・

２
％
）
に
す
る
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
の
使
用
割
合
は
80
％
以
上
（
同
78
・

４
％
）
に
す
る
。

　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
に
関

す
る
医
療
関
係
団
体
及
び
厚
生
労
働
省

に
よ
る
協
議
会
」
の
初
会
合
が
３
月
24

日
に
開
催
さ
れ
た
。
参
加
団
体
は
四
師

会
な
ど
計
19
団
体
。

　

感
染
が
市
中
に
広
が
り
突
然
爆
発
的

に
患
者
が
急
増
す
る
状
態
（
オ
ー
バ
ー

シ
ュ
ー
ト
）
に
な
る
と
、
医
療
崩
壊
が

起
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
事

態
を
回
避
す
る
た
め
、
医
療
関
係
者
が

集
ま
り
、
何
が
で
き
る
か
意
見
交
換
す

る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
。

会
は
３
月
19
日
、
循
環
器
病
対
策
推
進

基
本
計
画
の
本
年
夏
頃
の
策
定
に
向
け

て
「
骨
子
案
」
を
議
論
し
た
。
個
別
施

策
と
し
て
①
循
環
器
病
の
予
防
や
普
及

啓
発
②
保
健
、
医
療
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

提
供
体
制
の
充
実
③
循
環
器
病
の
研
究

推
進
の
３
項
目
を
挙
げ
て
い
る
。

　　

厚
労
省
の
地
域
医
療
構
想
に
関
す
る

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
３
月
19
日
、

今
後
の
地
域
医
療
構
想
に
係
る
議
論
の

活
性
化
に
資
す
る
実
態
分
析
な
ど
に
つ

い
て
議
論
し
た
。

　

今
後
、
公
立
・
公
的
医
療
機
関
等
に

つ
い
て
の
議
論
を
深
め
る
こ
と
や
、
将

来
の
、
民
間
も
含
め
た
地
域
の
す
べ
て

の
医
療
機
関
に
つ
い
て
の
議
論
に
も
資

す
る
も
の
と
す
る
た
め
、
新
た
な
観
点

を
加
え
て
実
績
デ
ー
タ
の
分
析
を
進
め

る
方
針
を
了
承
し
た
。

　

協
会
け
ん
ぽ
は
３
月
19
日
に
運
営
委

員
会
を
書
面
に
よ
り
開
催
し
、
令
和
２

　

日
本
看
護
協
会
は
３
月
30
日
に
「
２

０
１
９
年
病
院
看
護
実
態
調
査
」
の
結

果
を
公
表
し
た
。

　

調
査
し
た
２
０
１
８
年
度
の
離
職
率

を
み
る
と
、
正
規
雇
用
看
護
職
員
は

10
・
７
％
（
前
年
度
10
・
９
％
）、
新
卒

採
用
者
は
７
・
８
％
（
同
７
・
５
％
）

で
い
ず
れ
も
横
ば
い
。
一
方
、
既
卒
採

用
者
は
17
・
７
％
（
同
16
・
９
％
）
で

依
然
と
し
て
高
い
割
合
が
続
い
て
い
る
。

　

給
与
に
つ
い
て
み
る
と
、
新
卒
看
護

師
の
予
定
初
任
給
（
税
込
総
額
）
も
ほ

ぼ
横
ば
い
で
、
高
卒
＋
３
年
課
程
は
26

万
４
３
０
７
円
（
同
７
５
６
円
増
）、
大

卒
は
27
万
２
０
１
８
円
（
同
６
３
７
円

増
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

厚
労
省
は
３
月
31
日
、「
が
ん
検
診

の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
に
お
け

る
議
論
の
中
間
整
理
（
令
和
元
年
度

版
）
を
公
表
し
た
。
来
年
度
以
降
の
が

ん
検
診
の
方
向
性
と
し
て
、
実
施
効
果

を
高
め
て
い
く
観
点
か
ら
「
受
診
を
特

正
規
雇
用
看
護
職
員
の

離
職
率
は
10・７
％
で
横
ば
い

3
月

30
日

【
看
護
】

医
療
関
係
団
体
と
厚
労
省
に
よ
る

協
議
会
が
初
会
合
、19
団
体
が
参
加

3
月

24
日

【
新
型
コ
ロ
ナ
】

令
和
２
年
度
事
業
計
画
な
ど
了
承

健
診
受
診
率
を
44
％
以
上
に

3
月

19
日

【
協
会
け
ん
ぽ
】

議
論
の
活
性
化
に
向
け
た

実
績
デ
ー
タ
の
分
析
方
針
を
了
承

3
月

19
日

【
地
域
医
療
構
想
】

検
討
会
が
中
間
整
理

受
診
を
特
に
推
奨
す
べ
き
者
を
提
示

3
月
31
日

【
が
ん
検
診
】

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
拡
大

時
限
的
な
措
置
と
し
て
実
施

4
月
2
日

【
新
型
コ
ロ
ナ
】
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令和2年1月審査分の審査状況（医科歯科計）

　令和2年1月審査分の原審査および再審査の状況と、それぞれの時系列推移の概要です。
　原審査の査定件数は79万件（対前年増減率+5.7%）、査定点数は3億4,561万点（同+2.2%）となっています。
　一方、保険者からの申出による再審査の査定件数は20万件（同▲4.0%）、査定点数は7,486万点（同+9.3%）
となっています。
　支払基金における審査状況の詳細は、支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）からご覧いただけます。

処理区分

全管掌

件数 請求1万件
当たり件数

対前年増減率（％）

件数 請求1万件
当たり件数

請求 67,657,714 － 4.4 －
査定 791,503 117.0 5.7 1.3

単月点検分 512,744 75.8 2.1 ▲ 2.2
突合点検分 168,356 24.9 26.2 20.9
縦覧点検分 110,403 16.3 ▲ 2.6 ▲ 6.7

全管掌

点数 請求1万点
当たり点数

対前年増減率（％）

点数 請求1万点
当たり点数

127,605,787,144 － 5.8 －
345,607,438 27.1 2.2 ▲ 3.4
277,973,591 21.8 2.7 ▲ 2.9
37,018,624 2.9 1.7 ▲ 3.9
30,615,223 2.4 ▲ 1.7 ▲ 7.1

●原審査

●再審査

処理区分

全管掌

件数 請求1万件
当たり件数

対前年増減率（％）

件数 請求1万件
当たり件数

保
険
者

原審どおり 570,235 89.0 ▲ 7.7 ▲ 12.6
査定 200,376 31.3 ▲ 4.0 ▲ 9.1

単月点検分 95,366 14.9 ▲ 4.9 ▲ 9.9
突合点検分 46,529 7.3 ▲ 4.5 ▲ 9.5
縦覧点検分 58,481 9.1 ▲ 2.2 ▲ 7.3

審査返戻 3,119 0.5 ▲ 9.1 ▲ 13.9
医
療
機
関

原審どおり 14,703 2.3 ▲ 4.2 ▲ 9.3
査定 7,830 1.2 ▲ 2.9 ▲ 8.1

資
格
返
戻
等

資格返戻 94,014 13.9 ▲ 5.1 ▲ 9.1
事務返戻 16,884 2.5 8.7 4.1
その他 46,382 6.9 2.7 ▲ 1.6

全管掌

点数 請求1万点
当たり点数

対前年増減率（％）

点数 請求1万点
当たり点数

－ － － －
74,862,754 6.0 9.3 4.4
36,571,089 3.0 12.1 7.0
15,278,764 1.2 13.8 8.7
23,012,901 1.9 2.6 ▲ 2.0
58,672,080 4.7 ▲ 5.2 ▲ 9.5

－ － － －
▲ 13,624,342 ▲ 1.1 13.8 8.6

299,072,387 23.4 0.6 ▲ 4.9
71,361,667 5.6 ▲ 3.1 ▲ 8.4

675,110,910 52.9 0.8 ▲ 4.7

用語の説明
請　　求 医療機関から請求があったレセプトのうち、保険者等へ請求したもの
原 審 査 医療機関から請求があったレセプトに対する審査
再 審 査 原審査後のレセプトに、保険者又は医療機関が再度の審査を申し出たものに対する審査
査　　定

原審査 原審査において査定したもの
再審査 再審査の結果、診療内容について保険者又は医療機関からの申出により査定したもの

単月点検 明細書１件単位の審査

突合点検 医科・歯科レセプトと調剤レセプトを照合した審査
（医科・歯科レセプトと調剤レセプトを照合した結果、査定となった調剤レセプトの件数・点数を含む）

縦覧点検 複数月単位の審査（入院レセプトと外来レセプトを照合した審査＝入外点検を含む）
資格返戻 保険者から受給資格がないとの申出があり、医療機関に返戻照会したもの
事務返戻 保険者からの申出のうち、事務内容について医療機関に返戻照会したもの
そ の 他 医療機関からの取り下げ依頼等によるもの
請求1万件（点）当たり件数（点数）

原審査 原審査請求件数（点数）に対する原審査査定件数（点数） のもの
再審査 4 ～ 6か月前平均原審査請求件数（点数）に対する再審査査定件数（点数） のもの

※記号の説明    「－」は掲げる計数がないもの、「▲」は負数のもの

（件）

（件）

（点）

（点）

支払基金における審査状況

トップページ → 統計情報 → 審査統計支払基金 検 索
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原審査請求件数・点数の推移（医科歯科計）

原審査査定件数・点数の推移（医科歯科計）

請求件数

請求１万件当たり原審査査定件数

請求点数

請求１万点当たり原審査査定点数

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

7,100

7,400

5,600

5,900

6,200

6,500

6,800

（万件）

5,920

6,356

6,764

5,730

6,995

6,302

6,483
6,223

6,455
6,603

6,152
6,115 6,287

6,457

6,766

対前年増減率　＋4.4%
対前月増減率   ＋4.8%

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

110.0

117.0

124.0

131.0

138.0

145.0

（件）
152.0

103.0

123.8

149.1

113.0

 対前年増減率   ＋1.3%
対前月増減率　＋4.7%

112.6

103.9

115.5

121.3

110.8

107.8

111.9
114.3

111.5

118.3
111.8

117.0

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

29.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0
（件）

34.2
34.5

29.6

34.1

31.631.0

30.0

34.4

34.6

28.8
28.0

30.8

32.4

31.0

31.7 31.8 31.6 31.3

対前年増減率   ▲9.1%
対前月増減率　▲0.9%

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

（億点）

1,174

1,065

1,095

1,280

1,240

1,206

1,171

1,181
1,214

1,276

1,350

1,225

1,182

1,230
1,235

1,276

対前年増減率　＋5.8%
対前月増減率   ＋3.4%

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

30.5
（点）

26.4

27.1

28.8

28.3

25.7
25.0

28.6

28.0

26.4
26.3

26.4

26.9
26.5

26.0

24.5

26.2

26.2

27.1

対前年増減率　▲3.4%
対前月増減率　＋3.5%

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
審査月

4月

5.5

5.7

5.9

6.1

6.3

6.5
（点）

5.3

5.1

対前年増減率   ＋4.4%
対前月増減率   ＋1.4%

5.2

6.4

5.9

6.1

5.85.8

6.1

5.1

5.6

5.9
5.9

6.3 6.3

6.0 6.0

再審査査定（保険者）件数・点数の推移（医科歯科計）

請求１万点当たり再審査査定点数請求１万件当たり再審査査定件数

令和元年度    　　　平成30年度　　　　 平成29年度
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H28
1月

H29
1月

H30
1月

H31
1月 2月 3月 4月

R1
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

（百万件） （十億円）
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60
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R2
1月

合 計 医科 歯科 調剤 食事・生活療養費 訪問

金額 前月比 前年
同月比 金額 前年

同月比 金額 前年
同月比 金額 前年

同月比 金額 前年
同月比 金額 前年

同月比
百万円 ％ ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

協会けんぽ 480,117 96.2 103.2 343,650 103.2 44,897 108.0 88,478 101.1 1,567 101.2 1,524 116.9 
船員保険 1,556 94.8 98.2 1,137 98.5 129 100.5 278 95.7 8 93.8 4 126.7 
共済組合 86,026 91.6 98.2 60,156 97.8 8,799 103.9 16,544 96.6 230 97.9 296 113.3 
健保組合 292,916 93.9 96.9 204,362 97.0 31,001 101.8 55,844 93.9 740 96.8 968 117.7 
医療保険合計 860,614 95.0 100.5 609,305 100.5 84,827 105.2 161,144 98.0 2,545 99.5 2,793 116.8 
各法合計 223,207 99.3 102.9 163,268 102.6 8,508 108.2 39,754 101.6 6,253 100.2 5,424 118.8 
総計 1,083,821 95.8 101.0 772,573 100.9 93,335 105.5 200,897 98.7 8,798 100.0 8,218 118.1 

合 計 医科 歯科 調剤 食事・生活療養費 訪問

件数 前月比 前年
同月比 件数 前年

同月比 件数 前年
同月比 件数 前年

同月比 件数 前年
同月比 件数 前年

同月比
千件 ％ ％ 千件 ％ 千件 ％ 千件 ％ 千件 ％ 千件 ％

協会けんぽ 40,116 93.9 96.9 21,370 95.4 5,433 107.5 13,284 95.4 283 103.2 29 116.6 
船員保険 112 95.2 93.1 60 91.7 14 103.9 38 91.8 1 93.2 0 104.8 
共済組合 8,427 90.4 92.5 4,516 91.2 1,149 103.3 2,756 90.6 51 99.8 6 114.1 
健保組合 27,938 91.7 90.5 14,769 89.3 3,939 101.5 9,211 88.4 160 98.0 19 113.9 
医療保険合計 76,594 92.7 94.0 40,715 92.6 10,535 104.7 25,289 92.2 495 101.1 54 115.3 
各法合計 17,906 89.5 99.0 9,490 97.9 1,650 113.8 6,660 97.3 179 100.4 107 115.9 
総計 94,499 92.1 94.9 50,205 93.6 12,185 105.8 31,948 93.2 674 100.9 161 115.7 

（注1）数値は、突合点検による原審査結果を反映したものである。
（注2）百万円未満四捨五入のため、合計および総計が一致しない場合がある。

（注1）合計欄は、食事・生活療養費を除く件数とその対比である。 
（注2）千件未満四捨五入のため、合計および総計が一致しない場合がある。

　令和2年1月診療分の確定件数は総計で9,450万件であり、前年同月比で
は、総計は▲5.1%、医療保険分は▲6.0%、各法分は▲1.0%となっています。
　確定金額は総計で1兆838億円であり、前年同月比では、総計は+1.0%、
医療保険分は+0.5%、各法分は+2.9%となっています。
　確定件数の主な減少要因は、支払基金に請求されたインフルエンザ疾患を
含むレセプト件数が約455万件と、前年同月（約905万件）と比べて半減し
ていることが一因と考えられます。
　なお、日曜日・祝日を除いた平日の日数は、23日と昨年と同様でした。

診療報酬等確定件数・金額の月別推移

確定件数および金額の状況 診療報酬等
確定状況と
諸率の推移

種別

管掌別

管掌別

種別

件数（令和2年1月診療分）

金額（令和2年1月診療分）

　確定件数・金額とは、保険
医療機関等が提出した診療報
酬等明細書（レセプト）につ
いて、審査決定後に保険者等
への請求が確定した件数およ
び金額です。

　医療保険とは、全国健康保
険協会管掌健康保険、共済組
合および組合管掌健康保険の
被用者保険分です。
　また、各法とは、公的扶助、
社会福祉および公衆衛生等に
おける公的負担医療分です。

総計　　 9,959万件
医保 　　8,151万件
各法　　 1,808万件

総計　   9,450万件
医保 　  7,659万件
各法　   1,791万件

総計　   1兆838億円
医保　　  8,606億円
各法　　  2,232億円

総計  1兆734億円
医保　  8,565億円
各法　  2,169億円

金額
（右目盛）

件数
（左目盛）
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　　　令和元年度　　　平成30年度　　　平成29年度

※診療報酬等確定状況の詳細は、支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）
　【トップページ → 統計情報 → 確定状況】で、ご覧いただけます。

　おおむね医療費の単価と見なせる1件当たり点数の推移について、医療保険分に係る診療種別（医科・歯科・
調剤）ごとに示しています。

1件当たりの点数の推移（医療保険分）

医科入院外

調剤

医科入院

歯科入院外

１件当たりの点数…レセプト点数をレセプト件数で除した、レセプト1件当たりの平均点数。
　　　　　　　　　【算出方法：レセプト点数÷レセプト件数】
件数… １か月ごとに提出されるレセプト1枚を1件とし、同一月内に入院および外来で受診した場合は、入院

で１件、入院外で1件として各々計上する。
点数…レセプト1件ごとの診療行為、医薬品等の点数の合計である。
　　　なお、金額の算出は、1点の単価を10円として計算している。

当月　　　54,803点
前年同月　53,038点

（前年同月比+3.3％）

当月　　　1,109点
前年同月　1,107点

（前年同月比+0.2％）

当月　　　1,155点
前年同月　1,102点

（前年同月比+4.8％）

当月　　　　868点
前年同月　　821点

（前年同月比+5.7％）

月刊基金 May 202027



支払基金が受託している
医療費助成に係る事業内容の更新

　新潟県の一部市町村が実施する医療費助成事業の審査支払事務（被用者保険分）について受託しました。

　なお、これまでに受託している医療費助成事業の詳細につきましては、支払基金ホームページよりご覧くだ

さい。

医療費助成事業に係る審査支払業務の受託状況（令和 2年 5月現在）

主な 3 事業について、全市町村分を受託

主な 3 事業について、一部事業又は一部市町村分を受託

主な 3 事業は未受託であるが、それ以外の事業で全市町村分又は
一部市町村分を受託

未受託

※主な 3 事業とは、乳幼児医療・ひとり親家庭医療・重度心身障害者医療
　それ以外の事業とは、特定疾患治療・小児慢性特定疾患治療・老人医療など
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左の2次元バーコードから支払基金のホームページにおいて医療費助成事業につ

いて掲載しているページをご覧いただくことができます。

また、次の手順でも同じページをご覧いただけます。

トップページ → 事業内容 → 医療費助成事業関係業務 → 支払基金が受託している医療費助成事業

支払基金ホームページ  https://www.ssk.or.jp/ 支払基金
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information
プレスリリース発信状況

3月   2日    令和元年12月診療分の件数が前年同月比で4.7%増加　～確定金額は5.4％増加～   

3月31日       令和2事業年度前期高齢者関係等特別会計予算、事業計画及び資金計画等について      

                       [支払基金改革 ]審査事務集約化計画工程表等を公表    

支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）新着状況（抜粋）
   

3月   2日 統計月報（令和元年12月診療分）を掲載   
  統計情報に確定状況及び収納状況（令和元年12月診療分）を追加   
  支部情報（各支部ページ）において「お知らせ」「診療報酬確定状況」「管掌別診療報酬等確定状況」を更新
3月   3日 平成30年度診療報酬改定関係通知を掲載   
3月   4日 「増減点連絡書・各種通知書の見方」等を更新   
3月   5日 経過措置医薬品情報を更新   
  令和2年度診療報酬改定に伴い診療（調剤）報酬点数表、薬価基準及び材料価格基準が告示されましたので、

基本マスター及び電子点数表を更新   
3月   6日 医科電子点数表テーブル及び歯科電子点数表テーブル（令和元年度診療報酬改定）を更新  
  基本マスター（医科診療行為）（令和元年度診療報酬改定）を更新   
3月   9日 保険者の異動について（2020年2月分）を掲載   
3月10日 経過措置医薬品情報を更新   
3月12日 令和2年4月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等に係る一部負担金等免除証明書の取扱いにつ

いて掲載   
3月13日 令和2年3月全国基金審査委員長・支部長会議を電話会議で開催   
3月16日 レセ電通信（医科・ＤＰＣ、歯科、調剤）を掲載   
3月18日 レセ電通信（医科・ＤＰＣ）を掲載   
3月19日 令和2年度診療報酬改定関係通知を掲載   
3月23日 月刊基金「令和2年3月号」を掲載   
3月24日 令和2年度診療報酬改定に伴い公表した基本マスター（医科診療行為・歯科診療行為・特定器材）の一部訂

正等を行い更新   
3月26日 令和2年度診療（調剤）報酬改定等に伴う記録条件仕様等の変更に係る保険者団体等及びシステムメーカー

向け説明会を開催   
3月27日 平成30年度診療報酬改定関係通知を掲載   
  令和2年度診療報酬改定に伴い公表した電子点数表の一部訂正等を行い更新   
  令和2年度診療報酬改定に伴い公表した基本マスター（診療行為・医薬品・コメント）の一部訂正等を行い

更新   
3月31日 レセ電通信（医科・ＤＰＣ、歯科、調剤）を掲載   
   特定個人情報保護評価書を変更   

支払基金メールマガジンのご案内
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